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私たちが住んでいる南箕輪村をより良くするに

は、南箕輪村に住んでいる全員で話し合うことが一

番の方法です。でも、村民全員が集まって話し合う

ことはできないので、村民の代表者を選んで、その

代表者がさまざまな話し合いをします。この話し合

いをする場が「村議会」で、選ばれた村民の代表者

が「村議会議員」です。 

村議会では、日頃から村民のみなさんの声に耳を傾け、より良い村づくりの
ためにさまざまな仕事をしています。たとえば……

村の決まり（条例）を

決めたり、村の仕事

をするために必要な

お金の使い方（予算）

を決めます。また、そ

のお金が正しく使わ

れたかどうか（決算）

を確認します。

村や県、国にお願い

や意見がある人は、

それを文書（請願・
せ い が ん

陳情）にして村議会
ち ん じ ょ う

に出すことができ

ます。それを全議員

で話し合い、その結

果認められたもの

（採択）は、意見書
さ い た く

として県や国に提

出します。

村の仕事がきちんと

村民のために行われ

ているかチェックし

ます。
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選挙(村長)

村政(村の仕事) 
そ ん せ い

の実施

情報公開 

(傍聴等)
ぼ う ち ょ う

選挙(議員)

議決(意思決定)

議案(提案)

請願・陳情
せ い が ん ち ん じ ょ う

チェック

　  

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

　 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村議会議員は４年ごとの選挙で、村民の中か

ら選ばれます。議員には 25 歳以上の被選挙権
ひ せ ん き ょ け ん

がある人が立候補でき、18 歳から議員を選挙で

選ぶことができます。南箕輪村の議員の定数は

10 人です。 

村民のみなさんの立場に
立ってさまざまな調整を
した上で、村議会に提案
し、村議会の決定によっ
て事業を行います。

村民から選挙で選ばれた

議員の集まりです。村と

しての意思を決定した

り、村政（村の仕事）がき
そ ん せ い

ちんと行われているかを

チェックします。

被選挙権は、選挙に出てみなさんの代表になる資格のこと

です。また、18 歳になると、みなさんの代表を選挙で選ぶこ

とができる権利が与えられます。これが選挙権です。
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～話し合いはどのようにしているの？～

本 会 議
ほ ん か い ぎ

議員全員が集まります。毎年４回（３月・６月・９月・12 月）
開かれる「定例会」と、急いで決めなければならないことがある
ときに開く「臨時会」があります。 

り ん じ か い

委員会で話し合っ
た内容と議案の審
査結果を、委員長
が報告します。

※ 本会議では、議案を決定するほかに、議員一人ひとりが村の仕事に対して
質問や提案をする「一般質問」も行います。

条例や予算など、村
議会で決めなければ
ならないこと（議
案）が、村長や議員
から出されます。

①議案の提出 ② 提案理由の説明、 

質疑、答弁
し つ ぎ と う べ ん ③委員会付託

ふ た く

④委員長報告⑤質疑・討論
と う ろ ん

⑥採決
さ い け つ

村長などが、議案の
内容や提案した理由
を説明します。説明
を受けて議員がより
理解するための質問
（質疑）をして、そ
れに対しての詳しい
説明（答弁）をしま
す。

議案の内容を判断
（審査）するため

し ん さ

に、議案の内容に
よって委員会（次
の「委員会」で説
明）に割り振り

議員が報告内容につ
いて委員長に質問
（質疑）をします。
議案に賛成か反対か
意見（討論）を言い
ます。 

議案に賛成か反対
かを議員にたずね
て（採決）、議会
として賛成か反対
かを多数決で決定
（議決）します。 

本会議の流れ
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委 員 会

議案や請願・陳情について、専門的分野ごとに分かれて調べたり
話し合ったりする委員会があります。村議会には２つの常任委員会

じ ょ う に ん い い ん か い

のほか、議会運営委員会などがあります。

総務課・危機管理課・地域づ
くり推進課・会計室・財務
課・産業課・観光森林課・ 

建設水道課が関わる分野 

を担当します。 

こども課・健康医療課・福
祉課・住民環境課・教育委
員会が関わる分野を担当し

ます。

議会だよりや議会ホーム
ページの編集など、議会
を知ってもらうための広

報活動をします。

特に重要な問題を調べたり
話し合うために、必要に応
じて作ります。主に予算特
別委員会と決算特別委員会

があります。 

議会のルールや議案の取
り扱い、議員研修の企画
について話し合ったり、
本会議の日程を決めたり

します。 

 

委員長会 

 

総務経済常任委員会、福祉教育常任委員会、議会運営委員会、広報委員会の各
委員長が集まって、副議長を中心に広聴活動（村民から意見や要望を聞く活
動）について話し合う「委員長会」もあります。
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本会議や委員会の話し合いのよう

すを、誰でも見たり聞いたり

（傍聴）することができます。定
ぼうちょう

例会の日程などは、村議会ホーム

ページや議会事務局への問い合わ

せで確認できます。 

年４回（２月・５月・８月・１
１月）発行の議会だよりで、本
会議で決まったことや議会の活
動を知ることができます。 

 

 

 

 

 

本会議の話し合いのようす
を、村議会ホームページか
ら動画で観ることができま
す。

本会議の記録を、村議会ホ
ームページから読むことが
できます。

南箕輪村議会のしくみがわかったかな？ 

村議会議員は、みんなの村をより良くする
ために毎日頑張っているよ！ 

聞きたいことがあったら、いつでも声をか
けてね！
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１　西森　一博 

・福祉教育常任委員長 

・広報副委員長 

・議会運営委員

６　山﨑　文直 
 
・福祉教育常任委員 

・広報委員

３　原　源次 

 

・議会運営委員長 

・総務経済常任委員 

・広報委員

８　太田　篤己 

　 

・議会運営副委員長 

・福祉教育常任委員 

・広報委員

10　笹沼　美保 

 

・議　長 

・総務経済常任委員 

２　都志 今朝一 

・福祉教育常任副委員長 

・監査委員

５　加藤　泰久 

・総務経済常任委員

９　唐澤　由江 

 

・総務経済常任副委員長 

・広報委員

４　三澤　澄子 

 

・副議長 

・広報委員長 

・福祉教育常任委員

７　百瀬　輝和 

 

・総務経済常任委員長 

・議会運営委員 

・広報委員


